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10 月 1 日から栃木県最低賃金を 時間額 954 円 に改正 

最低賃金引上げに向けた支援措置を実施（業務改善助成金の制度拡充） 

栃木労働局長（奥村 英輝）は、令和 5年 10 月１日から栃木県最低賃金を 41 円

引き上げ、時間額 954 円に改正することを決定し、本日官報公示を行いました。 

 中小・小規模事業者の皆さまに対しては、最低賃金及び賃金引上げに向けた支援

措置を実施しています。そのうち、業務改善助成金につきましては、令和５年８月

３１日より制度の拡充が行われ、より使いやすくなりました。 

栃木労働局では、改正・発効される栃木県最低賃金及び最低賃金引上げに向けた

支援措置について、幅広く周知広報に努めてまいります。 

 
１ 栃木県最低賃金の改正 

（１）栃木県最低賃金を時間額 954 円に改正し、令和 5年 10 月１日に発効します。 

（２）栃木県最低賃金は栃木県内で働くすべての労働者に適用されます。 

２ 最低賃金及び賃金引上げに向けた支援措置 

（１）業務改善助成金（令和５年８月３１日より制度の拡充が行われました。） 

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資などを行った場合、   

費用の一部を助成します。 

（２）働き方改革推進支援センター 

   業務改善助成金をはじめ、中小企業の労働条件管理などのご相談について、中

小企業庁が実施する支援事業と連携して対応する相談窓口を開設しています。 

（３）賃金引き上げ特設ページ 

   厚生労働省では、賃金引き上げ特設ページを開設し、最低賃金・賃金引上げ 

に向けた中小企業・小規模事業者への支援施策の周知広報に努めています。 

３ 周知広報活動 

（１）栃木県及び市町が発行する広報誌、関係行政機関・団体等が発行する機関誌  

及び求人情報誌等への掲載依頼、生活衛生等の最低賃金の引上げの影響を受ける

と見込まれる業界団体の県支部への周知依頼。 

（２）公共機関、公共交通機関等へのポスター、リーフレットの掲示による周知。 
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